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平成28年度生涯教育申告書提出期限の変更について

　日本医師会生涯教育制度の申告の時期がまい

りました。

　北海道医師会では、例年のとおり、特別なお

申し出がない限り、当会からお送りした受講記

録にもとづいて申告をとりまとめる「一括申告

方式」をいたします。

　従って、既にお手元に届いている日医雑誌同

封の「平成28年度生涯教育申告書」に記載され

ている提出期限を、当会独自に下記のとおり変

更いたします。

　申告手順に関しましては、５月に改めてお知

らせいたします。

記

　　　　変更前　　　　　　　変更後　　　　

４月30日（日）　　　５月31日（水）

◇学術部◇

お
知

せ
ら

－生命保険「団体扱い」のお奨め－

　会員の皆様が加入されている下記生命保険会社

（８社）の保険を、当会の『団体扱い契約』にし

ますと保険料が割引されます。

　契約者が会員本人で『個人扱い』にてご加入さ

れているご契約がありましたら、該当の生命保険

会社担当者へ『北海道医師会の団体扱い』に変更

したい旨、お伝えいただき、所定の手続きをお願

いいたします。

記

 【団体扱い生命保険会社名】

　日本生命、ジブラルタ生命（旧セゾン生命分除く）、

第一生命、住友生命、明治安田生命、富国生命、

朝日生命、三井生命

※実際の割引料につきましては、ご契約の保険会

社にお問い合わせください。

※当会を退会した場合は、会員へ確認の上、個人

扱いへ変更させていただきます。

　団体扱いに変更された場合の保険料の払込方法

は、以下のとおりです。

開業会員⇒「国保診療報酬」から引去

勤務医会員⇒口座振替により毎月５日に

　　　　　　所定の口座から振替いたします。

全国の提携金融機関（一部を除く）

がご利用いただけます。

　　

 「問い合わせ先」

○団体扱い該当の生命保険会社

　　　　　　　または

○北海道医師会『総務課』（℡011-231-1434）

◇医業経営・福利厚生部◇
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